
⻭科医院  管理者（院⻑）：   

公益社団法⼈ ⽇本⻭科医師会

令和５年４月１日から１２月末まで、

以下の診療項目については点数が変更となります。

患者さんにはご負担をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

□ 医療情報・システム基盤整備体制充実 1・2・3

下表の通り、マイナカードをお持ちの場合とお持ちでない場合では、点数が

異なりますので、あらかじめご了承ください。

変更前 変更後

初診時
マイナカードあり（※） ２点 ２点（変更なし）

マイナカードなし ４点 ６点

再診時 マイナカードなし － ２点
※マイナカードをお持ちの場合でも、医療情報等の取得に同意いただけない場合には、マイナカードなしの

点数となります。

□ 薬剤の一般名処方１・２

安定的な治療を提供する観点から、医薬品の処方は、有効成分が同一であれ

ばどの医薬品（後発医薬品含む）も調剤可能な「一般名処方」を行っており、

その旨の十分な説明を実施しています。

【変更前】 【変更後】

一般名処方１  ７点 ➡ ９点

一般名処方２  ５点 ➡ ７点

□ 外来後発医薬品使用体制１・２・３

当医院では後発医薬品の使用を推進しています。

医薬品の品質や安全性、安定供給体制等の情報収集や評価を踏まえて、処方

薬を変更することがあり、その旨の十分な説明を実施しています。

              【変更前】 【変更後】

外来後発医薬品使用体制１   ５点 ➡  ７点

外来後発医薬品使用体制２   ４点 ➡  ６点

外来後発医薬品使用体制３   ２点 ➡  ４点

当医院からのご案内


